
第１回 飾区都市計画マスタープラン策定委員会 

 

次  第 

 

日時：平成２１年１０月７日（水）   

午後１時から３時  

場所：区役所新館７０５・７０６会議室 

 

１．開会 

２．副区長あいさつ 

３．委員の紹介 

４．委員長の選任・副委員長の指名 

５．議事 

   （１）都市計画マスタープランとは 

（２）都市計画マスタープランの策定体制と策定スケジュール 

（３）質疑 

（４）区全体の概況 

（５）区内で進められている街づくり事業などについて 

（６）質疑 

～休憩～ 

（７）第１回地域別勉強会開催報告 

（８）区民アンケート調査結果について 

（９）都市計画マスタープラン改定にあたっての論点 

（10）意見交換 

  ６．その他  

７．閉会 

 

［配付資料］ 

資料１   委員名簿 

  資料２   都市計画マスタープラン策定委員会設置要綱 

  資料３   都市計画マスタープランとは 

資料４   都市計画マスタープランの策定体制と策定スケジュール 

資料５   区全体の概況 

  資料６   区内で進められている街づくり事業などについて 

資料７   第１回地域別勉強会開催報告   

資料８   区民アンケート調査結果概要 

  資料９   都市計画マスタープラン改定にあたっての論点 

［参考資料］ 

  飾区都市計画マスタープラン 

  都市計画マスタープラン策定調査報告書（概要版） 

用途地域図 

  都市計画施設図 

  公園管内図 

  都市計画道路等事業状況図 

  かつしかの地図 





飾区都市計画マスタープラン策定委員会設置要綱 

 

平成２１年５月２１日 

２１ 都調第１０７号 

区 長 決 裁 

 

（設置） 

第 1条 都市計画法第 18 条の 2の規定に基づく、本区の都市計画に関する基本的な方針（以

下「都市マス」という。）を策定するため、 飾区都市計画マスタープラン策定委員会（以

下「委員会」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第 2条 委員会は、都市マスの策定に関する事項を検討し、その結果を区長に報告する。 

（構成） 

第 3条 委員会は、区長が委嘱する次に掲げる委員により組織する。
（1） 学識経験者     ５人以内
（2） 区内関係団体代表 １４人以内
（3） 行政職員      ９人以内

（任期）

第 4条 委員の任期は、この要綱の施行の日から都市マス策定が終了する日までとする。
（委員長及び副委員長）

第 5条 委員会に、委員長及び副委員長を各 1名おく。
２ 委員長は、委員の互選により、学識経験者委員のうちから定める。

３ 委員長は、委員会を代表し会務を総理する。

４ 副委員長は、委員長が指名し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。

（招集）

第 6条 委員会は、委員長が招集する。
２ 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させることができ

る。

（幹事会）

第 7条 委員会に幹事会を設置することができる。
２ 幹事会は、委員会の指示により都市マスの策定に関する事項の調整を行い、その結果

を委員会に報告するものとする。

（庶務）

第 8条 委員会の庶務は、都市整備部街づくり調整課において処理する。
（委任）

第 9 条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が別
に定める。

  付 則

（施行期日）

１ この要綱は、平成２１年５月２１日から施行する。

（ 飾区都市計画マスタープラン策定検討委員会設置要綱の廃止） 

２ 飾区都市計画マスタープラン策定検討委員会設置要綱（平成 10年 都都第 260 号）

は、廃止する。

資料２ 



（第３条関係）

飾区都市計画マスタープラン策定委員会委員 ２８名 

 

構成 委員 備考

都市計画分野

〃

〃

〃

学識経験

者

（５名）

〃

飾区自治町会連合会

東京商工会議所・飾支部

飾区工場団体連合会

飾区商店街連合会

東京スマイル農業協同組合

飾区消費者団体連絡会

かつしか女性会議

飾区民生委員児童委員協議会

飾区障害者福祉連合会

飾区小学校ＰＴＡ連合会

飾区中学校ＰＴＡ連合会

飾区青少年委員会

飾区青少年育成地区委員会会長連絡協議会

区内関係

団体等の

代表

（1４名）

飾区体育指導委員協議会 

飾区政策経営部長

飾区地域振興部長

産業経済担当部長 

飾区環境部長

飾区福祉部長

飾区子育て支援部長 

飾区都市整備部長 

飾区都市施設担当部長 

行政職員

（９名）

飾区教育委員会次長 

※区内関係団体等の代表は、各団体の推薦による者とする。

 


